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障害児通所⽀援事業所等における安全な医療的ケアの実施体制の構築に関する調査研究 概要 

本事業は、障害児通所支援事業所等において、医療的ケア児者の状態やニーズに応じた適切な障害福

祉サービスが提供されるよう、医療的ケア児者の受入れに取り組んでいる事業所等における医療的ケア

の実施体制や安全確保のための取組・課題に関して調査するとともに、有識者や現場関係者、医療、保

健、福祉等各分野の専門家らによる議論を通じて、障害児通所支援事業所等における医療的ケア児者の

受入れ及び医療的ケアの提供のための体制整備や安全管理の在り方について検討し、手引きとしてとり

まとめた。また、手引きをもとに、事業所の管理者や看護職員に対する標準的な研修プログラムの検討

を行った。 

１．医療的ケア児者の受⼊れを⾏っている通所⽀援事業所等を対象としたヒアリング調査 

医療的ケア児者の受入れを行っている障害児通所支援事業所等における体制整備や安全管理のため

の具体的な取組や課題について明らかにし、手引き及び研修プログラム案の検討のための基礎資料とす

ることを目的として実施した。 

調査期間 2020（令和 2）年 10 月～2020（令和 2）年 12 月 

調査対象 先進的に医療的ケア児者を受入れている障害児通所支援事業所等を 8 か所 

調査項目 
基本情報（医療的ケア児者の受入れ状況等）、受入れに係る体制・環境整備、医療的ケアの提供、医療的

ケアの実施関係者、利用者・保護者からのニーズ、課題・展望 
 
【ヒアリング結果から得られた⽰唆】 
 医療的ケア児者の受入れのための体制・環境 

・ 医療的ケアの実施は基本的に看護師が担当している事業所と、看護師と喀痰吸引等研修を受講した職

員とが一緒に実施している事業所の両方があった。看護師以外が医療的ケアを実施する事業所では、

看護師が医療的ケア全体の管理的役割を担っていた。 

 

 医療的ケア児者受入れまでの流れ 

・ 利用開始に至る流れとして、地域内で医療的ケアに対応している事業所は必ずしも多くないため、事

業所から積極的な働きかけをしなくとも利用希望が口コミや相談支援員経由で寄せられる事業所が

多かった。 

・ 利用希望者に関する情報収集や見学時の対応は、事業所の管理者や看護師が担当している事業所が多

かった。医療的ケアの内容により、軽度の内容であれば、他の職員が見学時の対応を行っているとこ

ろもあった。 

 

 日々の利用における医療的ケアの提供 

・ 医療的ケアに必要な機材や物品は、基本的に利用者ごとに持ち込みをお願いしている事業所が多かっ

た。それに加えて、利用者が持参し忘れた時のために必要な物品を１セット事業所内に預かっている

事業所や、消耗品等は一部事業所でストックを置いている事業所もあった。 

・ 6 か月に一度等、定期的にアセスメントやカンファレンス、保護者との面談を実施している事業所が

多かった。その中で医療的ケア児者の状態等の評価を行い、必要に応じて保護者を通じて主治医に対

し報告し、医療的ケアの変更の指示を仰いでいることもあった。 

・ 連絡帳や送迎時の口頭でのやり取りにより情報共有を行っている事業所が多かった。保護者と事業所

の間での連絡帳の管理をクラウド上で行っているところもあった。 

 

 医療的ケアの提供に関する留意点 

・ 事業所利用中のヒヤリハット事例としては、カニューレやチューブの事故抜去、薬剤がしっかりと溶

けておらずチューブが詰まりそうになった、誤操作により機器の設定がずれてしまっていた等、様々

なケースが挙げられた。 



 

 

 医療的ケアの実施関係者 

・ 嘱託医契約を行っている事業所でも、個別の医療的ケア児者の利用者に関する内容について、嘱託医

と連携している事業所はなかった。 

・ 協力医療機関については設定していない事業所が多いが、協力医療機関を定めている事業所では、主

治医に準じて必要な場合の医療的ケア児者に関する相談や緊急時の対応等が想定されていた。 

 

 利用者・保護者からのニーズ 

・ 多くの事業所が事業所への送迎のニーズが高いと感じていた。 

 

 医療的ケア児者の受入れに関する課題・展望 
・ 多くの事業所では医療的ケア児者を受入れるために看護職員の配置が行われているが、利用者が体調

不良等の理由で安定的に通所できない場合に制度上の加算を取りづらい、コスト負担が大きい等、事

業所の運営上の課題を抱えている事業所が多かった。 

・ 事業所に配置された看護師が 1人で医療的ケアを担う等、医療的ケアの実施者が限られた体制にある

場合、職員が不安を抱えがちで長く続かないという声もあった。複数の看護師を採用することにより、

休みをとることが可能になり、看護師同士のコミュニケーションが可能になった事業所もあった。 

 

２．医療的ケア児者の受け⼊れに関する⼿引き並びに研修プログラムの作成 

各障害児通所支援事業所等において、医療的ケア児者の状態やニーズに応じた適切な障害福祉サービ

スが提供されるよう、ヒアリング調査並びにそれを踏まえた有識者や現場関係者、医療、保健、福祉等

各分野の専門家らによる議論を通じて、障害児通所支援事業所等における医療的ケア児者の受入れ及び

医療的ケアの提供のための体制整備や安全管理の在り方について検討し、手引きとしてとりまとめ、そ

れをもとに、研修プログラムの作成を行った。 

【⼿引きの概要】 
手引きの概要は次ページの通り。 
  



はじめに
1. 障害児通所⽀援事業所等（障害児通所⽀援、
⽣活介護およびグループホーム）における医療的ケアとは
(１)医療的ケア児（者）とは
(２)発達⽀援と医療的ケア
(３)医療的ケアの具体的な内容

2. 関係者の役割
(１)管理体制の在り⽅
(２)医療的ケア児者の受⼊れに際しての関係者

3. 医療的ケア実施に向けた体制整備・環境整備
(１)医療的ケア実施にあたっての情報収集
(２)医療的ケア実施者の体制整備
(３)施設設備の準備
(４)利⽤者に関する情報収集・医療的ケア実施の

ための書式等の整備
(５)感染症対策の検討
(６)関係者間の情報共有の場の整備

4. 医療的ケア児者受⼊れの流れ
(１)利⽤希望者等からの情報収集
(２)主治医からの情報収集
(３)関係者からの情報収集
(４)個別⽀援計画の策定
(５)個別の医療的ケアマニュアルの作成
(６)緊急時対応の検討（契約にあたっての必要

事項の確認）
(７)その他医療的ケア実施にあたっての留意点

5. ⽇々の利⽤における医療的ケアの提供
(１)⽇常的な医療的ケアの提供
(２)医療的ケアに関する定期的評価・⾒直し

参考資料
(１)各種様式例
(２)モデルケース

障害児通所⽀援事業所等（障害児通所⽀援、⽣活介護およびグループホーム）における安全な医療的ケアの実施体制のための⼿引きの概要

⼿引きの⽬的

⼿引きの構成

⼿引きのポイント

医療的ケア児者受⼊れの流れ

契約後、利⽤を開始します。

保護者または相談⽀援専⾨員を通じて利⽤希望の連絡を受けます。

利⽤希望者及び保護者等に事業所を⾒学に来てもらい、事業所についての説明
を⾏うとともに、利⽤希望者についての情報収集を⾏い、意向を確認します。

事業所において実際に通所が可能か、受⼊れが可能かを検討します。

保護者から詳細な情報収集・⼿順の引継ぎを⾏うとともに、主治医からの指⽰書
を⼊⼿します。（アセスメント並びに主治医による指⽰書の⼊⼿）
利⽤契約を⾏うとともに、個別⽀援計画・個別の医療的ケアマニュアル（実施⼿
順書）の作成を⾏います。

地域や関係機関等へ事業内容の周知を⾏います。

医療的ケアを必要とする利⽤者の受⼊れを検討し
ている障害児通所⽀援事業所等（障害児通所
⽀援、⽣活介護およびグループホーム）の管理者
や看護職員、事業所スタッフ向けに、サービス提供
にあたっての⽅法・留意事項をとりまとめる。

医療的ケア実施に向けた体制整備・環境整備

 受⼊れ事業所内の職員（管理者・看護職員・その他の職種
の職員）
利⽤者の情報を適切に把握し、受⼊れにあたって必要な体制
構築、衛⽣環境の整備等を実施します。

利⽤者個別のケアマニュアルを作成し、看護職員と介護福祉⼠
及び喀痰吸引等研修を修了した認定特定⾏為業務従事者が
医療的ケアを⾏います。

 家族等
利⽤者に関する情報を事業所に適切に伝えます。

 主治医
医療的ケアの実施について、看護職員等に具体的な指⽰を⾏
い、必要に応じて事業所等からの相談に対し指導を⾏います。

 訪問看護事業所等（外部連携機関として）
家庭において訪問看護を利⽤している場合、訪問看護事業所
との間で情報共有を⾏います。

 嘱託医（重症⼼⾝障害児を対象とした事業所の場合）
事業所全体の利⽤者の健康状態を把握し、感染症対策等を
含め、事業所の環境等への助⾔を実施します。

 協⼒医療機関
事故やけが、体調等の急変が⽣じた場合に備え、近隣の協⼒
医療機関をあらかじめ定めておく必要があります。

 その他の医療機関
リハビリ等のために主治医とは別の医療機関を利⽤している⼈も
います。それらの機関との間でも適宜情報共有を⾏います。

 相談⽀援専⾨員・その他の関係者
相談⽀援専⾨員は医療的ケア児者の特性・状態の変化等の
⽀援に必要な情報を事業所に伝えるなど適切なコーディネートを
⾏います。

 市町村等⾏政
地域で適切なサービスが提供されるよう体制整備に努めるととも
に、利⽤希望がある場合には相談を受け付け、適切な情報提
供を⾏います。

 保育所・幼稚園・学校
それぞれの施設・事業所と本⼈の⽇々の状況やケアの様⼦を共
有します。

 他の障害福祉サービス等事業所
医療的ケア児者は、複数の事業所、サービスを並⾏して利⽤す
ることがあります。それらの事業所と連携し、必要な情報交換を
⾏います。

 医療的ケア実施にあたっての情報収集
初めて医療的ケア児者を受け⼊れる場合や新規に医療的ケア児者を受け⼊れる事業所を⽴
ち上げる場合には、医療的ケア実施にあたってのノウハウ等に関する情報収集を⾏います。

 医療的ケア実施者の体制整備
＜看護職員の確保＞
事業所への直接配置や関連事業所からの派遣等により、事業所内に看護職員を確保します。
＜看護職員と認定特定⾏為業務従事者等との連携＞
看護職員以外の職種でも、喀痰吸引等研修を修了し、認定特定⾏為業務従事者認定証
の交付を受けることにより、医師の指⽰に基づいた⼀定の医療的ケアを実施することができます。

＜看護職員向けの研修／事業所全体への研修＞
看護師は外部研修等も活⽤しながら最新の知識を習得します。
事業所で関係する全職員に対し、医療的ケアに関する基礎知識とともに緊急時の対応⽅法に
ついて共有します。

 その他、施設設備の準備・利⽤者に関する情報収集・医療的ケア実施のための書式等の整
備を⾏うとともに、感染症対策の検討や関係者間の情報共有の場の整備を⾏います。

医療的ケア児者の受⼊れに際しての関係者の役割

⽇々の利⽤における医療的ケアの提供
 ⽇常的な医療的ケアの提供

送迎の実施／家族・学校等からの聞き取り／⽇々の医療的ケア・与薬の実施と記録の作成
／医療的ケア実施者と他の職員間での情報共有／家族等への情報提供／医療的ケアの
器材・物品等の取扱い

 その他、医療的ケア実施にあたり、事業所内で定期的な評価・⾒直しを⾏い、主治医等と情
報共有を⾏います。
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1 

第１章 調査研究事業の概要 

１．調査研究事業の背景・目的 

１）調査研究事業の背景 

近年、医療技術の進歩に伴い、日常的に医療的ケアを必要とする子ども（以下、医療的ケア児

という。）は増加傾向にあり、在宅における全国の医療的ケア児は約 2 万人（平成 30 年度、0～19

歳）とも推計されている。（厚生労働省資料,厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業

「医療的ケア児に関する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究（田村班）」） 

医療的ケア児が増加する一方で、近隣に受入れ施設がない・医療的ケアに対応してもらえない

等の理由により、障害児通所支援事業所の利用割合が４割程度に留まるなど、障害福祉サービス

が十分に活用されていない実態も報告されていた。（平成 27 年度障害者支援状況等調査研究事業

報告書「在宅医療ケアが必要な子どもに関する調査」） 

こうした中、平成 28 年 6 月に施行された改正児童福祉法では、地方公共団体において、医療的

ケア児の支援に関して保健、医療、障害福祉、保育、教育等の連携の一層の推進を図るよう努め

ることとされており、子供の状態に応じて地域で支える仕組みの構築が求められている。 

さらに、平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定では、医療的ケア児に関する支援や看護職員

の配置を評価する改定が行われており、今後、より多くの事業所で医療的ケア児の受入れが進む

ことが期待されている。 

一方で、これまで重症心身障害児等の受入れを行ってきた事業所では看護師等の配置やノウハ

ウの蓄積が進んでいると考えられる一方、いわゆる「動ける医療的ケア児」等の受入れ経験がな

い（又は少ない）事業所や、これまで医療的ケア児者の受入れ経験がない事業所では、医療的ケ

ア児者の受入れに当たっての体制整備や医療安全の確保が困難である等の理由により、受入れを

躊躇することが想定される。 

医療的ケア児並びに医療的ケア者のニーズに応じて、障害児通所支援事業所等において支援が

提供されるようになるためには、障害児通所支援事業所等における医療的ケア児者の受入れに当

たっての体制整備・安全管理の在り方について検討することが必要と考えられる。 

 

２）調査研究事業の目的 

本事業は、各障害児通所支援事業所等において、医療的ケア児者の状態やニーズに応じた適切

な障害福祉サービスが提供されるよう、医療的ケア児者の受入れに取り組んでいる事業所等にお

ける医療的ケアの実施体制や安全確保のための取組・課題に関して調査するとともに、有識者や

現場関係者、医療、保健、福祉等各分野の専門家らによる議論を通じて、障害児通所支援事業所

等における医療的ケア児者の受入れ及び医療的ケアの提供のための体制整備や安全管理の在り方

について検討し、手引きとしてとりまとめた。また、手引きをもとに、事業所の管理者や看護職

員に対する標準的な研修プログラムの検討を行った。 
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２．事業実施内容 

１）先進的に医療的ケア児者の受入れを行っている事業所を対象としたヒアリング調査 

手引き作成のための基礎資料とすることを目的として、医療的ケア児者の受入れを行っている

障害児通所支援、生活介護およびグループホームを対象としたヒアリング調査を行い、具体的な

取組や課題について明らかにした。ご協力いただいた事業所は以下のとおり。 

 

図表 1 ヒアリング先一覧 

 法人名／事業所名 ヒアリング日時 備考 

A 
NPO 法人あいの実 

（あいの実ラズベリー、クランベリー） 

2020 年 12 月 9 日（水）

10：00～12：00 

（オンライン形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・生活介護 ※重心型 

B 
株式会社日本在宅ケア教育研究所 

あいの風キッズステーション 

2020 年 10 月 21 日（水）

10：00～12：00 

（訪問形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

※重心型 

C NPO 法人あいけあ 

2020 年 11 月 10 日（火）

17：00～19：00 

（訪問形式） 

・放課後等デイサービス 

・生活介護 ※重心型 

D 
社会福祉法人むそう 

ほわわ世田谷 

2020 年 12 月 9 日（水）

15：00～17：00 

（訪問形式） 

・児童発達支援 

※重心型 

E 
社会福祉法人フラット 

（フラヴィキッズ、ビリーブ） 

2020 年 12 月 15 日（火）

15：00～17：00 

（オンライン形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

F 
特定非営利活動法人 栄友社 

えーゆーハウス 

2020 年 12 月 4 日（金）

16：00～18：00 

（オンライン形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・生活介護 

G 
株式会社 AMENA 

体感クラブ Les sourire（レスリ） 

2020 年 11 月 30 日（月）

10：00～12：00 

（オンライン形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

H 
社会福祉法人りべるたす 

（グループホームりべらる、はれ） 

2020 年 10 月 16 日（金）

10：00～12：00 

（訪問形式） 

・共同生活援助 
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２）医療的ケア児者の受入れに関する手引きの作成 

ヒアリング調査の結果及び検討委員会における議論を踏まえ、障害児通所支援事業所等（障害

児通所支援、生活介護およびグループホーム）における安全な医療的ケアの実施体制のための手

引きを検討、作成した。 

 

 

３．事業実施体制 

調査の設計・実施・とりまとめに当たり、有識者等からなる検討委員会を設置し、指導・助言

を得た。 

図表 2 検討委員会 委員名簿 

委員名 ご所属 

伊藤 佳世子 社会福祉法人りべるたす 理事長（共同生活援助） 

内田 恵美子 
一般社団法人日本在宅ケア教育研究センター 

代表理事（障害児通所） 

鳫野 雪保 
大阪府堺市 子ども青少年局子ども青少年育成部 

子ども家庭課 参事 

齋藤 栄樹 特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 理事 

諏訪 亜季子 
香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科 

在宅看護 助教 

○ 高田 哲 神戸市総合療育センター 診療所長 

福應 渉 
埼玉県・障害者支援施設 かしの木ケアセンター 

施設長（生活介護） 

福満 美穂子 
特定非営利活動法人 なかのドリーム 理事 

（障害児通所） 

三浦 清邦 愛知県医療療育総合センター中央病院 副院長 

 （◯：座長 50 音順・敬称略） 

 

また、本事業のオブザーバーは以下の通りである。 

図表 3 オブザーバー 

氏名 現 職 

後藤 友美 
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 

障害児・発達障害者支援室 医療的ケア児支援専門官 
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なお、本事業の事務局体制は以下の通りである。 

図表 4 事務局体制 

氏名 現 職 

田中 陽香 
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 

福祉政策チーム 課長 

佐藤 渓 
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 

福祉政策チーム チーフコンサルタント 

岡島 広枝 
みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 

福祉政策チーム コンサルタント 

 

 

検討委員会は、計５回開催した。開催概要は下表のとおり。 

 

図表 5 検討委員会の開催概要 

検討委員会 開催日時 議題 

第１回 
2020 年 9 月 10 日 

15 時～17 時 

○ 事業概要 

○ 手引書の作成について 

・ヒアリング調査 

・手引書の作成方針 

第２回 
2020 年 11 月 16 日 

10 時～12 時 

○ ヒアリング調査について 

○ 手引書の作成について 

第３回 
2021 年 1 月 14 日 

15 時～17 時 

○ ヒアリング調査について 

○ 手引き案について 

○ 研修プログラムについて 

第４回 
2021 年 2 月 8 日 

10 時～12 時 

○ 手引き案について 

○ 研修プログラムについて 

第５回 
2021 年 3 月 11 日 

15 時～17 時 

○ 手引き案 

○ 研修プログラム案について 

○ 報告書案 

 

 

４．成果の公表方法  

本調査研究の成果は、当社のホームページにおいて公開する。 

（https://www.mizuho-ir.co.jp/index.html） 

また、2021 年 4 月以降、各種学会発表、業界誌等を通じて手引きや研修プログラムについて広

く周知することを予定している。 
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第２章 医療的ケア児者の受入れを行っている通所

支援事業所等を対象としたヒアリング調査 

１．調査概要 

１）目的 

医療的ケア児者の受入れを行っている障害児通所支援事業所等における体制整備や安全管理の

ための具体的な取組や課題について明らかにし、手引き及び研修プログラム案の検討のための基

礎資料とすることを目的として実施した。 

 

２）調査方法と調査対象の選定 

（１）調査対象の選定方法 

■先進的に医療的ケア児者を受け入れている障害児通所支援事業所等を対象とした。 

■調査対象とする事業所のサービス種別は、主として、障害児通所支援サービスのうち児童発達

支援（児童発達支援センター、児童発達支援事業）、放課後等デイサービスとした。また、障害

児・者の連続性を確保する観点から、障害児が 18 歳に達した後に利用するサービスとして、生

活介護、共同生活援助を行っている事業所についても追加的に選定を行った。 

■調査対象とする事業所は、①検討委員会委員よりご推薦頂いた事業所、および②文献調査によ

りピックアップした、医療的ケア児者の受入れに積極的に取り組んでいると考えられる自治体・

法人等の事業所を候補とし、選定を行った。 

■具体的な選定に当たっては、候補事業所への電話によるプレヒアリング、およびインターネッ

トによる文献調査および関連情報収集を参考とし、下記の視点から調査対象事業所の選定を行

った。なお、文献調査・関連情報収集においては、厚生労働省「医療的ケア児支援促進モデル

事業」報告書、医療的ケア児に関する実態調査、検討委員会による検討等を行っている自治体

の公表資料、メディア記事、その他公表資料を参考とした。 

 

 対応している医療的ケアの範囲（重心型、それ以外） 

 医療的ケアの実施体制における看護職の確保方法 

（事業所への配置、併設サービスの活用、地域の他事業所との連携等） 

 医療的ケアの実施体制における看護職と福祉職の役割分担の状況 

（医療的ケアの内容により看護職と福祉職で役割分担を行っているケース、全般的

に医療的ケアの実施を担っているケース等） 

 事業所の規模、所在地域 

 

上記をもとに、ヒアリング調査対象として障害児通所支援事業所等 8 か所の選定を行った。ヒ

アリングは調査員１～２名による訪問またはオンライン形式の聞き取りとし、調査対象事業所の

希望により、いずれかの形式によるヒアリング調査を実施した。 
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（２）調査対象事業所 

■具体的なヒアリング調査対象の事業所は次表のとおり。 

 

図表 6 ヒアリング先一覧（再掲） 

 法人名／事業所名 ヒアリング日時 備考 

A 
NPO 法人あいの実 

（あいの実ラズベリー、クランベリー） 

2020 年 12 月 9 日（水）

10：00～12：00 

（オンライン形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・生活介護 ※重心型 

B 
株式会社日本在宅ケア教育研究所 

あいの風キッズステーション 

2020 年 10 月 21 日（水）

10：00～12：00 

（訪問形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

※重心型 

C NPO 法人あいけあ 

2020 年 11 月 10 日（火）

17：00～19：00 

（訪問形式） 

・放課後等デイサービス 

・生活介護 ※重心型 

D 
社会福祉法人むそう 

ほわわ世田谷 

2020 年 12 月 9 日（水）

15：00～17：00 

（訪問形式） 

・児童発達支援 

※重心型 

E 
社会福祉法人フラット 

（フラヴィキッズ、ビリーブ） 

2020 年 12 月 15 日（火）

15：00～17：00 

（オンライン形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

F 
特定非営利活動法人 栄友社 

えーゆーハウス 

2020 年 12 月 4 日（金）

16：00～18：00 

（オンライン形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

・生活介護 

G 
株式会社 AMENA 

体感クラブ Les sourire（レスリ） 

2020 年 11 月 30 日（月）

10：00～12：00 

（オンライン形式） 

・児童発達支援 

・放課後等デイサービス 

H 
社会福祉法人りべるたす 

（グループホームりべらる、はれ） 

2020 年 10 月 16 日（金）

10：00～12：00 

（訪問形式） 

・共同生活援助 
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３）主な調査内容 

本事業で検討するガイドラインは、医療的ケア児者の受入れまでを対象とすることから、保護

者からの相談から受入れまでの対応について特に焦点をあてて調査することした。 

ヒアリング調査の際には、可能な限り、参考となる資料のご提供も依頼した。 

 

図表 7 ヒアリング内容 

ヒアリング項目 内容 

１．基本情報（※） 

 

 

○事業所の成り立ち（設立の経緯や母体、サービスを開始した経緯） 

○事業所（および法人）で実施しているサービスの種類 

－障害福祉サービス 

－医療・介護保険サービス 

○障害福祉サービス等の利用定員および利用実績 

○医療的ケア児者の受入れ状況 

－医療的ケア児者の受入れ要件（対象者、利用期間等） 

－対応している医療的ケアの内容 

－医療的ケア児者の利用定員、受入れの実績 

○事業所における職員等の体制 

－職種別の職員体制 

－看護職員の配置・連携状況 

－看護職員の主な位置づけ 

－喀痰吸引等研修の受講状況 

－職種別の担当業務（医行為、補助業務、その他） 

○嘱託医のとの連携状況 

○主治医からの指示書・意見書の受領方法 

○連携している関係機関 

○送迎の実施方法（実施状況、同乗者） 

２．受入れに係る体制・

環境整備、医療的ケア

の提供 

 

○医療的ケアが必要な利用者の受入れまでの流れ 

 －利用者等からの情報収集・アセスメントの実施方法 

 －主治医からの情報収集の方法、指示書の取得 

 －個別支援計画策定の流れ（看護職員の関わり、記載内容、確認方法等） 

 －医療的ケアの実施手順書作成の流れ（作成者、記載内容等） 

 －職員における情報共有、研修等の実施方法 

 －施設設備の準備 

○医療的ケア児者へのケア提供の流れ 

 －1 日の流れ（家族等からの聞き取り、医療的ケアの提供、記録の

作成、家族等への情報提供等） 

 －医療的ケアの器材等の取扱い 

 －医行為実施者と他スタッフ間での情報共有の実施方法 
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ヒアリング項目 内容 

○医療的ケアに関する定期的評価・見直しの実施方法 

○職員に対する研修の実施、マニュアルの作成等の実施状況 

 －医療的ケアの実施について 

 －安全対策・感染症対策について（ヒヤリハット・事故発生時

等） 

３．医療的ケアの実施

関係者 

 

○医療的ケアへの対応にあたり連携している機関（関係機関の種類、

各連携先が果たしている役割等） 

○関係者間における情報共有の実施方法（内容、方法等） 

○その他、円滑な連携のために実施している取組 

４．利用者・保護者から

のニーズ 

○過去に利用者・保護者から受けた要望、依頼 

○上記に対する対応策 

５．課題・展望 

 

○ヒヤリハット事例 

○医療的ケアの受入れに関する課題 

 －受入れ時に課題となっている点、対応状況 

 －医療的ケアの提供時に課題となっている点、対応状況 

 －関係機関との連携にあたり課題となっている点、対応状況 

○今後の展望 

６．その他 ○手引書や研修プログラムに期待する内容 

※ 上記項目のうち「１．基本情報」については、ヒアリング実施前に各事業所に「基本情報シ

ート」への記入を依頼し、情報収集を行った。 
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２．主な調査結果 

医療的ケア児者の受入れを行っている通所事業所等を対象としてヒアリング調査を行い、医療

的ケア児者の受入れに関する具体的な取組や課題について情報を収集した。主なヒアリング結果

を以下に示す。個別事業所のヒアリング記録のうち、掲載許諾の得られたものは参考資料に掲載

しているので適時参考にしていただきたい。 

 

１）医療的ケア児者の受入れのための体制・環境 

 医療的ケアの実施体制 

・ 医療的ケアの実施は基本的に看護師が担当している事業所と、看護師と喀痰吸引等研修を受

講した職員とが一緒に実施している事業所の両方があった。看護師以外が医療的ケアを実施

する事業所では、看護師が医療的ケア全体の管理的役割を担っていた。 

・ 事業所内部の看護職員だけでは十分でない場合、隣接する訪問看護事業所と連携し、医療的

ケアの実施体制を確保している事業所もあった。また、法人内の複数の通所支援事業所の間で

医療職のチームを構成し、医療的ケア児者の利用状況に応じて看護師がサポートし合う応援体

制を組んでいる事業所もあった。 

・ 看護師の配置がある事業所の中でも、看護師それぞれが経験してきたキャリアや専門性等の違

いにより対応できる医療的ケアの内容が異なることや、1 人しか配置がない場合等に不安を抱え

やすいことへの配慮が必要だと考えている事業所もあった。 

・ 一部事業所では看護師がいるのに医療的ケアを行うことに対する抵抗感を示す介護職や、介

護職による医療的ケア実施に対して不安を述べる保護者もいた。 

・ 調査対象事業所の中には、過去に地域の訪問看護事業所からの看護師の巡回により医療的

ケアの実施体制を確保していた経験がある事業所や、今後、訪問看護を活用した新事業所の

立ち上げを検討している事業所もあった。 

・ 調査対象のうち共同生活援助事業所では、訪問看護事業所の看護師と３号研修受講者により

医療的ケアの提供を行われていた。 

 

 施設整備 

・ もともと重心型の事業所は設備面でも車いす対応等がされているため特段新たな工夫は行わ

れていないことが多いが、機器の電源をとるためのコンセントの位置等の工夫を行っているとこ

ろもあった。 

・ 胃ろう等に使用している管に興味を持った他児童が誤って触れてしまうことを防ぐため空間を区

切ったり、必要に応じてベッドを用意するなどの取組を行っている事業所もあった。 

 

 

２）医療的ケア児者受入れまでの流れ 

 利用開始に至る流れ 

・ 地域内で医療的ケアに対応している事業所は必ずしも多くないため、事業所から積極的な働き

かけをしなくとも利用希望が口コミや相談支援員経由で寄せられる事業所が多かった。 
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・ 利用者への周知活動を行っている場合は、事業所のパンフレットを作成し、行政の窓口や特別

支援学校等に置いてもらっていた。 

 

 利用者に関する情報収集 

・ 事業所への利用希望の連絡があった際や、見学に来た際に、保護者や相談支援専門員を通じ

て利用希望者に関する情報収集が行われていた。 

・ 収集する情報としては、利用希望者が必要とする医療的ケアの内容や家族の状況等に加え、

普段の自宅での過ごし方や体位等の好み、在宅での訪問看護の利用状況等の確認を行って

いる事業所もあった。 

・ 利用希望者に関する情報収集や見学時の対応は、事業所の管理者や看護師が担当している

事業所が多かった。医療的ケアの内容により、軽度の内容であれば、他の職員が見学時の対

応を行っているところもあった。 

・ 中には利用希望者や保護者による見学だけでなく、利用希望者の特性を把握するために体験

利用をしてもらう事業所、事業所の職員が出向いて自宅訪問を行う事業所もあった。 

 

 主治医からの情報収集 

・ 主治医からの情報収集は、直接主治医に電話をしたり、必要に応じて同行受診により情報収集

している場合、文書により行う場合と様々であった。文書の場合、指示書とは別途、主治医意見

書を入手している事業所もあった。 

・ 主治医からの指示書については、保護者経由で独自様式にて情報収集を行っている事業所が

多かった。 

・ 指示書等は事業所宛に受領しているところが多く、文書料が発生している。費用は保険が適用

されるものとそうでないものがあり、費用は利用者負担となっていた。 

 

 個別支援計画の作成 

・ 医療的ケア児者の個別支援計画を、看護師の視点で確認し、具体的な支援内容に落とし込ん

でいる事業所もあった。 

 

 医療的ケア手順書の作成 

・ 医療的ケアのための手順書の作成は、大半の事業所では看護師が担っている事業所が多かっ

た。一部事業所では、児童発達支援管理者や特定行為を行う介護職が中心となって作成して

いたが、いずれも看護師が確認を行っていた。 

・ 個々の利用者にどのようなアプローチを行うかを総合的に検討するため、看護師だけでなく、福

祉や保育の視点も取り入れて作成を行っている事業所もあった。 

 

 

３）日々の利用における医療的ケアの提供 

 職員間での情報共有 

・ 申し送りノートのような形で職員間の情報共有を行っている事業所が多かった。また、個々の利

用者について一人ずつ一日ごとの記録用紙を作成し、職員間での情報共有のほか、保護者と
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の情報共有にも用いている事業所もあった。 

・ SNS やクラウドサービスを活用している事業所もあった。 

 

 医療的ケアに必要となる設備・物品の取扱い 

・ 医療的ケアに必要な機材や物品は、基本的に利用者ごとに持ち込みをお願いしている事業所

が多かった。それに加えて、利用者が持参し忘れた時のために必要な物品を１セット事業所内

に預かっている事業所や、消耗品等は一部事業所でストックを置いている事業所もあった。 

・ 災害時等の緊急対応としてバックアップの医療機器電源や物品の予備を用意したり、個々人の

薬剤や食事等を保管していた災害時等への備えにあたり、行政との連携により電源や物品等の

確保の取決めを行っている例もあった。 

 

 医療的ケアの定期的評価・見直し 

・ 6 か月に一度等、定期的にアセスメントやカンファレンス、保護者との面談を実施している事業

所が多かった。その中で医療的ケア児者の状態等の評価を行い、必要に応じて保護者を通じ

て主治医に対し報告し、医療的ケアの変更の指示を仰いでいることもあった。 

・ 主治医の指示書更新のタイミングは、半年ごとや 1 年ごと、定期的な更新は特に行っていない

等、事業所によって対応がまちまちであるが、更新のタイミングで事業所から主治医に対して医

療的ケア児者に対する報告を行っているところもあった。 

 

 家族との情報共有 

・ 連絡帳や送迎時の口頭でのやり取りにより情報共有を行っている事業所が多かった。保護者と

事業所の間での連絡帳の管理をクラウド上で行っているところもあった。 

・ 希望者には事業所での利用者の様子を撮影し、保護者に SNS を利用して写真を提供している

事業所もあった。 

 

 

４）医療的ケアの提供に関する留意点 

 安全対策・ヒヤリハット 

・ 事業所利用中のヒヤリハット事例としては、カニューレやチューブの事故抜去、薬剤がしっかりと

溶けておらずチューブが詰まりそうになった、誤操作により機器の設定がずれてしまっていた等、

様々なケースが挙げられた。 

・ 中には、利用者が発作を起こしたり、痰がつまり吸引ができなくなった等の事態を受けて、事業

所から救急搬送を行ったり、医療機関からの緊急応援を求めるなどの対処を行ったことがある事

業所もあった。 

・ 緊急時の対応方法については、事業所の利用開始時点であらかじめ保護者と相談し、対応の

流れやリスクについての説明を行うとともに、保護者からの同意を得ている事業所が多かった。 

・ また、緊急時の対応を想定し、利用者ごとに想定されるリスク事象を検討し、あらかじめ対応方

法を文書に整理するなどの取組を行っているところもあった。 

・ 災害時等の非常時を想定し、必要な物品や電源の確保方法等をあらかじめ検討している事業

所もあった。 
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・ 身体拘束については、具体例をあげて同意書を取得し、半年ごとに更新している事業所があっ

た。 

 

 動ける医療的ケア児とそうでない医療的ケア児がいる場合の対応 

・ 重度の利用者と動ける利用者が同じ空間で過ごす場合には、保護者に了解を得た上で、活動

範囲としてセラピーマット 4 枚分等の専用スペースを確保したり、利用者の状態にあわせて事業

所内の空間を区切るなど、誤接触による事故等を防止するための取組を行っている事業所があ

った。 

・ 動ける利用者に職員を一人加配して対応している事業所もあった。 

 

 職員が不足するときの対応 

・ 医療的ケアに対応できる看護師等の職員が突発的な事情で不在になる時には、特定行為従事

者による対応でよいかを保護者に事前に確認したり、その日の利用をやめてもらう、事業所の受

入れ体制を改めて説明した上で保護者の意向を確認するなど、保護者と連絡を取り合いながら

対応を行っている事業所があった。 

 

 

５）医療的ケアの実施関係者 

 嘱託医・協力医療機関との関係 

・ 嘱託医契約を行っている事業所でも、個別の医療的ケア児者の利用者に関する内容について、

嘱託医と連携している事業所はなかった。 

・ 協力医療機関については設定していない事業所が多いが、協力医療機関を定めている事業所

では、主治医に準じて必要な場合の医療的ケア児者に関する相談や緊急時の対応等が想定さ

れていた。 

・ 嘱託医が必置の場合、協力医療機関と両方を置く必要があるかについて疑問を呈する事業所

もあった。 

 

 相談支援事業所 

・ 相談支援専門員がついている利用者とそうでない利用者の双方がおり、相談支援専門員がつ

いている場合は、利用開始時の情報収集や担当者会議等において連携が行われていた。 

・ 相談支援専門員の中でも、医療的ケアについて理解されている場合と、そうでない場合があり、

利用者の状態や家庭での様子等について事業所が直接情報収集や関係する医療機関との調

整に動いているというケースもあった。 

・ 相談支援専門員のいない利用者には紹介を行っている事業所もあった。 

 

 その他の関係機関 

・ 主治医以外のかかりつけ医やリハビリを行う医療機関等との連携、自治体の障害福祉所管課や

発達支援センター、他の障害福祉サービス事業所（並行利用の場合など）、利用児が通ってい

る保育園・幼稚園や学校等との連携が行われていた。 

・ 利用者の医療的ケア児者が在宅で利用している訪問看護事業所と連絡を取り合い、利用者の
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通所時前後の状態や配慮点などを確認している事業所も多かった。 

・ 相談支援事業所や、主治医が退院時に主催するケース会議に参加しているケースもあった。 

・ 関係機関との連絡は電話により行われている場合が多かった。 

 

 

６）利用者・保護者からのニーズ 

 医療的ケア児者への対応 

・ 医療的ケア児者の数が増える中、地域で医療的ケアが必要な利用者を受入れ可能な事業所が

限られているため、遠方からも利用者が集まるなど、利用ニーズの高さを感じている事業所が多

かった。中には、医療的ケア児者が集中することにより、事業所としての多様性が失われてしま

うことを危惧する声もあった。 

・ 医療的ケアを必要とするが動ける医療的ケア児者の受入れ先が不足しているとの声があった。 

 

 通所利用に関するニーズ 

・ 通所利保護者が就労を希望している等の利用により、利用時間の延長や土日等の対応などを

求める声もあった。 

・ 多くの事業所が事業所への送迎のニーズが高いと感じていた。 

・ 通所中の入浴などのケアを希望する声もあった。 

 

 

７）医療的ケア児者の受入れに関する課題・展望 

 実施体制の確保と運営 

・ 多くの事業所では医療的ケア児者を受入れるために看護職員の配置が行われているが、利用

者が体調不良等の理由で安定的に通所できない場合に制度上の加算を取りづらい、コスト負

担が大きい等、事業所の運営上の課題を抱えている事業所が多かった。 

・ 看護職員の人材確保にあたり、人材が集まらない、看護師であっても個々の経歴によって対応

可能な医療的ケアは異なるため人材育成が必要等の声があった。 

 

 職員が働きやすい環境整備 

・ 事業所に配置された看護師が 1 人で医療的ケアを担う等、医療的ケアの実施者が限られた体

制にある場合、職員が不安を抱えがちで長く続かないという声もあった。複数の看護師を採用

することにより、休みをとることが可能になり、看護師同士のコミュニケーションが可能になった事

業所もあった。 

・ 事業所立ち上げ時に、地域の訪問看護事業所と連携し、在宅経験が豊富な看護師から利用児

のアセスメント方法や受入れ体制などを指導してもらい、事業所運営のベースを築いた事業所

もあった。 

 

 地域支援のあり方 

・ 地域において医療的ケア児者の受入れに対応する事業所の拡大、相談支援員を中心とした連
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携体制の確立、医療的ケア児者のニーズを早期から把握するための地域の保健師等との連携

等が必要との声があった。 
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第３章 医療的ケア児者の受入れに関する手引き 

並びに研修プログラムの作成 

１．概要 

１）目的 

各障害児通所支援事業所等において、医療的ケア児者の状態やニーズに応じた適切な障害福祉

サービスが提供されるよう、ヒアリング調査並びにそれを踏まえた有識者や現場関係者、医療、

保健、福祉等各分野の専門家らによる議論を通じて、障害児通所支援事業所等における医療的ケ

ア児者の受入れ及び医療的ケアの提供のための体制整備や安全管理の在り方について検討し、手

引きとしてとりまとめた。また、手引きをもとに、看護職員に対する標準的な研修プログラムの

検討を行った。 

 

２）手引作成方法 

手引きは、図表６の手順により作成した。 

まず骨子案を作成し、それに沿ってヒアリング調査内容を整理したうえで、事業所で医療的ケ

ア児者を受入れに必要な要素について議論した。 

 

ヒアリング調査及び検討委員会での議論を踏まえ、以下の方針に基づき手引きの作成を行った。 

 

 現在の利用者の利便性を踏まえ、詳細なものとするより、必要最低限を整理する形とする 

 医療職のいない事業所でも参考となる手引きとする 

 安易な医療的ケアの実施の奨励はしない 

 医療的ケアの詳細な内容については解説しない 

 主治医からの指示書に基づいた医療的ケアである趣旨を強調する 

 サービス種別の人員配置等の整理を行いながら、体制のあり方について整理する 

 医療的ケア児はいずれ医療的ケア者になるため、そうした人達へのサービス提供にあたっ

ての考え方も整理する 

 

また、研修プログラムについては手引きの内容を分かりやすく紹介するスライド形式とするこ

ととした。 
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図表 8 手引き・研修プログラムの作成手順 

 

手引きの骨子の作成 

（第１回・第２回検討会） 

○ ヒアリング調査候補選定時の調査内容、先行ヒアリング調

査の結果、関連資料をもとに、手引きの骨子案を作成 

○ 検討委員会において骨子をベースに主な論点を整理・議論

し、全体の構成を検討 

    

手引き案（たたき台）の 

作成 

（第３・４回検討会） 

○ 骨子をもとに、ヒアリング調査結果などの参考資料や検討

委員会でのさらなる議論をもとに、手引き案（たたき台）

を検討 

○ 手引きをもとにした研修プログラムの構成案についても検

討 

    

手引きの作成 

（第５回検討会） 

○ 検討委員会において全体について討議し、手引き最終版並

びに研修プログラムを作成 

 

 

 

２．手引き並びに研修プログラムの構成 

本調査研究事業で作成した手引き並びに研修プログラムは、手引き・研修プログラムのみを単

体で印刷して活用できるよう、独立した形で取りまとめ、巻末に本事業の成果として掲載してい

る。 

また、研修プログラムについては、各関係者が自らの研修において活用しやすいよう、編集可

能な形式で作成するとともに、研修受講者が自ら独自に学ぶ際にも受講しやすいよう、ナレーシ

ョンも付した。 

手引き並びに研修プログラムの構成は次のとおりである。 
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図表 9 手引きの構成 

はじめに 
1. 障害児通所⽀援事業所等（障害児通所⽀援、⽣活介護および グループホーム）における医療的ケアとは 

 医療的ケア児（者）とは 
 発達⽀援と医療的ケア 
 医療的ケアの具体的な内容 

 
2. 関係者の役割 

 管理体制の在り⽅ 
 医療的ケア児者の受⼊れに際しての関係者 
 受⼊れ事業所内の職員（管理者・看護職員・その他の職種の職員） 
 家族等 
 主治医 
 訪問看護事業所等（外部連携機関として） 
 嘱託医（重症⼼⾝障害児を対象とした事業所の場合） 
 協⼒医療機関 
 その他の医療機関 
 相談⽀援専⾨員・その他の関係者 
 市町村等⾏政 
 保育所・幼稚園・学校 
 他の障害福祉サービス等事業所 

 
3. 医療的ケア実施に向けた体制整備・環境整備 

 医療的ケア実施にあたっての情報収集 
 医療的ケア実施者の体制整備 
 看護職員の確保 
 看護職員と認定特定⾏為業務従事者等との連携 
 看護職員向けの研修（外部研修の活⽤や主治医による指導など） 
 事業所全体への研修 
 施設設備の準備 
 利⽤者に関する情報収集・医療的ケア実施のための書式等の整備 
 感染症対策の検討 
 関係者間の情報共有の場の整備 

 
4. 医療的ケア児者受⼊れの流れ 

 利⽤希望者等からの情報収集（#アセスメント票） 
 主治医からの情報収集（#指⽰書） 
 関係者からの情報収集 
 個別⽀援計画の策定 
 個別の医療的ケアマニュアル（#実施⼿順書）の作成 
 緊急時対応の検討（契約にあたっての必要事項の確認） 
 その他医療的ケア実施にあたっての留意点 
 ヒヤリハット・事故発⽣時の記録の作成・情報共有 
 ⾝体拘束の対応 

 
5. ⽇々の利⽤における医療的ケアの提供 

 ⽇常的な医療的ケアの提供 
 送迎の実施 
 家族・学校等からの聞き取り（#連絡帳） 
 ⽇々の医療的ケア・与薬の実施と記録の作成（#記録） 
 医療的ケア実施者と他の職員間での情報共有（#記録） 
 家族等への情報提供（#連絡帳） 
 医療的ケアの器材・物品等の取扱い 
 医療的ケアに関する定期的評価・⾒直し 
 事業所内での評価 
 主治医等との情報共有（報告並びに指⽰書等の再作成依頼） 

 
参考資料 

 各種様式例 
 モデルケース 
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図表 10 研修プログラムの構成 

 

Part I. 障害児通所⽀援事業所等（障害児通所⽀援、⽣活介護およびグループホーム）における医療的ケアとは 
(1) 医療的ケア児（者）とは 

① 医療的ケア児（者）とは 
② 利⽤可能な障害福祉サービス 

(2) 発達⽀援と医療的ケア 
① 発達⽀援とは 
② 発達⽀援における医療的ケア 

(3) 医療的ケアの具体的内容 
① 医療的ケアとは 
② ⼈⼯呼吸器の管理 
③ 排痰補助装置の使⽤ 
④ 酸素療法（在宅酸素療法）の管理 
⑤ 経管栄養の管理（胃ろう・腸ろう・⿐腔など） 
⑥ 医療的ケアの具体的な⼿技について 

 
Part II. 関係者の役割 
(1) 管理体制の在り⽅ 

① 管理体制の検討 
② 障害児通所⽀援事業所における⼈員配置基準 

(2) 医療的ケア児者の受⼊れに際しての関係者 
① 受⼊れ事業所内の職員（管理者・看護職員・その他の職種の職員） 
② 家族等 
③ 主治医 
④ 訪問看護事業所等（外部連携機関として） 
⑤ 嘱託医（重症⼼⾝障害児を対象とした事業所の割合） 
⑥ 協⼒医療機関 
⑦ その他の医療機関 
⑧ 相談⽀援専⾨員 
⑨ その他の関係者 
⑩ 市町村等⾏政 
⑪ 保育所・幼稚園・学校 
⑫ 他の障害福祉サービス等事業所 

 
 
Part III. 医療的ケア実施に向けた体制整備・環境整備 

(1) 医療的ケア実施にあたっての情報収集 
医療的ケア実施にあたっての情報収集 

(2) 医療的ケア実施者の体制整備 
① 看護職員の確保 
② 看護職員と認定特定⾏為業務従事者等との連携 
③ 看護職員向けの研修（外部研修の活⽤や主治医による指導など） 
④ 事業所全体への研修 

(3) 施設設備の準備 
受⼊れ事業所の施設設備 

(4) 利⽤者に関する情報収集・医療的ケア実施のための書式等の整備 
情報収集および医療的ケア実施に向けた書式等の整備 

(5) 感染症対策の検討 
受⼊れ事業所の感染症対策 

(6) 関係者間の情報共有の場の整備 
関係者間の情報共有の場の整備 
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Part IV. 医療的ケア児者受⼊れの流れ 

(1) 医療的ケア児受⼊れに向けた流れ 
医療的ケア児受⼊れまでの流れ 

(2) 利⽤希望者等からの情報収集（＃アセスメント票） 
利⽤希望者等からの情報収集 

(3) 主治医からの情報収集（＃指⽰書） 
① 情報収集の内容例 
② 指⽰書等の取得 

(4) 関係者からの情報収集 
関係者からの情報収集 

(5) 個別⽀援計画の策定 
個別⽀援計画の策定と内容 

(6) 個別の医療的ケアマニュアル（＃実施⼿順書）の作成 
個別の医療的ケアマニュアルの作成 

(7) 緊急時対応の検討（契約にあたっての必要事項の確認） 
緊急時対応の検討 

(8) その他医療的ケア実施にあたっての留意点 
① ヒヤリハット事例とその防⽌策 
② ヒヤリハット・事故発⽣時の記録の作成・情報共有 
③ ⾝体拘束の対応 

 
 
Part V. ⽇々の利⽤における医療的ケアの提供 

(1) ⽇常的な医療的ケアの提供 
① 送迎の実施 
② 家族・学校等からの聞き取り（＃連絡帳） 
③ ⽇々の医療的ケア・与薬の実施と記録の作成（＃記録） 
④ 医療的ケア実施者と他の職員間での情報共有（＃記録） 
⑤ 家族等への情報提供（＃連絡帳） 
⑥ 医療的ケアの器材・物品等の取扱い 

(2) 医療的ケアに関する定期的評価・⾒直し 
① 事業所内での評価 
② 主治医等との情報共有（報告並びに指⽰書等の再作成依頼） 
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３．手引き・研修プログラムの周知並びに今後の改善に向けて 

本調査研究事業では、既に医療的ケア児者を受け入れている事業所の実態をベースに、新たに

医療的ケア児者を受け入れるにあたって、どのようなことに留意すべきか、どのような手順をと

るべきかを簡潔に取りまとめた。 

本調査研究事業では、手引きと研修プログラムを作成するところにとどまっているが、今後は

これら手引き・研修プログラムを、医療的ケア児者の受入れを検討している事業所、現時点では

全く検討していないものの手引き等を目にすることにより受入れを検討する可能性のある事業所

に届けていくことが必要となる。 

本調査検討委員会の委員からも手引き並びに研修プログラムの周知にあたっては積極的に協力

いただけるというご意見をいただいているため、そうしたチャネルも活用しながら、手引き・研

修プログラムの積極的な周知を図っていきたい。 

 

なお、検討委員会での議論においては、事業所として順守すべき最低ラインを提示すべきとの

意見や制度としてのあり方等についての議論もあったが、その点については、今後整理されてい

くことが必要となる。 

医療的ケア児者やその家族の中には、事業所を利用したくても受入れてくれるところがなく、

やむを得ず家庭のみでの生活を送っている人が少なからずいるものと考えられる。そうしたニー

ズに少しでも応えようとする事業所にとって、本手引き並びに研修プログラムが参考となること

を期待する。 
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はじめに 

 

 

 近年医療技術の進歩に伴い、日常生活を営むために医療を要する状態にある子ども

や重症心身障害児が増えています。急性期を乗り越えた後も医療的ケアを継続しな

がら家庭や地域で生活する子どもの数は、ここ10年間で約2倍に増加しています。

さらに、人工呼吸器が必要な子どもについても、約10倍に急増しています。  

 それに伴い、障害福祉サービス等事業所においても医療的ケアへの対応が求められ

ています。 

 本手引きは障害福祉サービス等事業所の中でも、障害児通所支援事業所等が医療的

ケアを必要とする利用者にサービス提供を行うにあたっての方法・留意事項を分か

りやすくまとめたものです。本手引きの主な読者としては、事業所の管理者および

看護職員等を想定しています。 

 なお、医療専門職以外では、介護福祉士及び喀痰吸引等研修1を修了した認定特定行

為業務従事者が、医療専門職からの指示・指導に基づき、安全な実施体制を整備す

ることにより、一定の医療的ケアを実施することが可能です。 

 医療専門職とそれ以外の職種の職員が協働することにより、医療的ケアを必要とす

る人たちが安心して地域で生活できるよう、事業所全体また地域全体で、体制が組

まれることが望まれます。 

 

 

 

 

 

 

なお、本手引きの内容をもとに、スライド形式での研修プログラムも用意されてい

ますので、あわせてご活用ください。 

  

                                                   
1 厚生労働省 『喀痰吸引等研修』

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannoky

uuin/04_kensyuu_01.html 

介護福祉士は平成 27 年度以降対象となっています。 
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1. 障害児通所支援事業所等（障害児通所支援、生活介護および 

グループホーム）における医療的ケアとは 

 

 

 医療的ケア児（者）とは 

 「医療的ケア児」とは、医学の進歩を背景として、人工呼吸器や胃ろう等を使用し

たり、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを日常的に必要としたりする子ども

のことを指します。 

 一言で医療的ケア児といっても動ける医療的ケア児から重症心身障害児までその状

態像は様々です。このような医療的ケア児に対する支援の必要性は平成28年に改正

された児童福祉法にも規定されています。 

 

 

 

 また「医療的ケア者」は、法律上の規定はありませんが、一般的には児と同様に医

療的ケアを必要とする18歳以上の者のことを指します。 

 地域で生活する医療的ケア児は、満18歳まで、児童福祉法に基づく障害児を対象と

した児童発達支援、放課後等デイサービス等の障害児通所支援を利用することがで

きます。 

 18歳以上は、障害者総合支援法の対象となり、利用できるサービスが生活介護等に

移行します。 

 本手引きは、地域におけるライフステージに応じた切れ目のない支援を可能とする

ためにも医療的ケア児が医療的ケア者となった際にも対応が可能な事業所が増える

ように、両者を対象とするものとします。 

 

 

 発達支援と医療的ケア 

 障害児通所支援では、障害のある子どもに対し、個々の障害の状態及び発達の過程・

（参考）児童福祉法第 56 条の６第２項 

地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むため

に医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、

福祉その他各関連分野の支援を受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関

連分野の支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措

置を講ずるように努めなければならない。 
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特性等にもとづく発達上の課題に対して、日常生活における基本的な動作の指導、

生活能力向上のために必要な訓練、知能技能の付与、集団生活への適応訓練、社会

との交流促進などの発達支援を行います。 

 地域社会への参加、包容を推進するには医療的ケアが必要な子どもであっても、必

要な医療的ケアを受けながらこれらの機会を得られることが重要です。 

 障害児通所支援の目的を達成するためには、それぞれの専門性を有する職員が協働

し、保護者や地域の様々な社会資源との緊密な連携のもとで、医療的ケアを必要と

する子どもの状態等を踏まえて支援を行う必要があります。 

 

 

 医療的ケアの具体的な内容 

 医療的ケア児者に実施される主な医療的ケアとしては、例えば以下のような内容が

あります。 

 

主な医療的ケア 具体的内容 

人工呼吸器の管理 
呼吸機能の低下や心機能の低下が原因で、うまく呼吸ができない場合などに酸素

の取り込みや二酸化炭素の排出を補う 

排痰補助装置の使用 
人工呼吸器の使用により換気能力が低下し自力での排痰が困難な場合、排痰補助

装置を用いて、陽圧をしっかりかけて肺をふくらまし、陰圧をかけて痰を引く 

気管切開部の管理 
呼吸機能の低下や気道の閉塞が原因で、口や鼻から十分に呼吸ができない、栄養

が摂れない場合などに気管を切開して機器を装着する 

酸素療法（在宅酸素療

法）の管理 

呼吸機能の低下が原因で、体内の酸素が不足している場合、酸素濃縮器等を使い、

酸素を補う 

吸引（痰・唾液など） 
筋力の低下などが原因で、自力で痰などの排出が困難な場合に、口腔、鼻腔から

吸引器で痰などを吸引する 

吸入 
吸入器を使用し、薬剤や生理食塩水を吸入して分泌物の排出を促し、痰を切れや

すくする 

経管栄養の管理（胃ろ

う・腸ろう・鼻腔など） 

摂食嚥下の機能に障害があることが原因で、口から食事を摂れない、十分な量を

摂れない場合などに胃や腸、鼻腔にチューブを通して流動食や栄養剤を注入する

また、胃内残内容の確認も含む 

インスリン注射（等の

皮下注射の管理） 

糖尿病によりインスリンの分泌が十分でない場合等、定期的もしくは、身体状況

や医師の指示に合わせて主に皮下注射をおこなう 

導尿 自己での排尿が困難な場合に膀胱（尿道）にチューブを入れて尿を出す 

 

 これらの医療的ケアは医師や看護師等の免許を持つ者が行うことができます。それ

以外にも、介護福祉士及び喀痰吸引等研修を修了した認定特定行為業務従事者は口

腔内、鼻腔内、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう、または腸ろうによる経管栄

養、経鼻経管栄養の５つの特定行為について、一定の条件の下で実施することがで

きます。 
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 個々の医療的ケアの具体的な手法等については以下を参照して下さい。 

 

 

＜参考図書＞ 

・一般社団法人全国訪問看護事業協会「介護職員によるたんの吸引等の研修テキス

トⅠ」「介護職員によるたんの吸引等の研修テキストⅡ、Ⅲ」平成 27（2015）

年 

https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/ｈ26-4-text1.pdf 

https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/ｈ26-4-text2.pdf 

・三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社「喀痰吸引等研修テキスト 第三

号研修（特定の者対象）」「喀痰吸引等研修指導者マニュアル 第三号研修（特定の

者対象）」平成 31（2019）年 

https://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_07/houkatsu_07_5_14.pdf 

https://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_07/houkatsu_07_5_21.pdf 

・公益財団法人日本訪問看護財団「学校における医療的ケア実施対応マニュアル

【看護師用】」「学校における教職員によるたんの吸引等（特定の者対象）研修テ

キスト（例）」令和 2（2020）年  

https://www.jvnf.or.jp/katsudo/kenkyu/2019/caremanual_nurse_all.pdf  

https://www.jvnf.or.jp/katsudo/kenkyu/2019/caretext_teacher_all.pdf 

・日本小児神経学会編「新版医療的ケア研修テキスト」クリエイツかもがわ 平成

24（2012）年 

・日本小児医療保健協議会「重症心身障害児（者）・在宅医療委員会：学校における

医療行為の判断，解釈についての Q＆A」 

http://www.jpeds.or.jp/uploads/files/20200701_sho124_6_P1054-1060.pdf 
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2. 関係者の役割 

 

 

 管理体制の在り方 

 障害児通所支援事業所等に医療的ケア児者を受け入れる場合には、設置者・管理者

は医療的ケア、医療的ケア児者についてしっかりと理解する必要があります。その

上で受入れにあたっての理念や方針を明確にし、以降に述べる体制を整備する必要

があります。 

 例えば、受け入れた利用者の状態像に変化があった場合にどのように対応するのか、

医療的ケア児が成長し学校を卒業した後にどのように対応していくか等、地域のサ

ービス提供体制も踏まえながら対応方針を定めます。 

 動ける医療的ケア児については、必要とする医療的ケアの内容だけでなく、障害の

程度や本人の状態等により、主に重症心身障害児を対象とする事業所で受入れを行

うことも、一般の事業所で受入れを行うことも考えられます。 

 障害児通所支援事業所では、医療的ケア児の有無にかかわらず、下表の人員配置が

必要です。加えて、医療的ケア児を受け入れるためには、一般の事業所では看護師

または喀痰吸引等研修を受けた認定特定行為業務従事者を、主に重症心身障害児を

対象とする事業所では医療的ケア児の状態に合わせて職員を追加します。 

 

 一般の事業所 
主に重症心身障害児を 

対象とする事業所 

嘱託医 なし １人以上 

看護師 なし １人以上 

児童指導員、保

育士又は障害

福祉サービス

経験者 

• 1人以上は常勤 

• 合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める
数以上 
１）障害児の数が10人まで 

2人以上 
２）10人を超えるもの 

2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 
• 機能訓練担当職員の数を合計数に含めることが
できる 

• 半数以上が児童指導員又は保育士であること 

１人以上 

児童発達支援

管理責任者 
1人以上（1人以上は専任かつ常勤） １人以上 

機能訓練担当

職員 
機能訓練を行う場合に置く 

1人以上 

（機能訓練を行わない時間帯につい
ては、置かないことができる） 

管理者 
原則として専ら当該事業所の管理業務に従事する

もの（支障がない場合は他の職務との兼務可） 

原則として専ら当該事業所の管理業
務に従事するもの（支障がない場合は
他の職務との兼務可） 
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 事業所において医療的ケアを実施する場合は、医師の指示に基づいた実践が必要で

す。 

 

 

 医療的ケア児者の受入れに際しての関係者 

 受入れ事業所内の職員（管理者・看護職員・その他の職種の職員） 

 医療的ケア児者の受入れにあたり、管理者や看護職員は利用者の情報を適切に把握

し、受入れにあたって必要な体制構築、衛生環境の整備等を実施します。 

 医療的ケアの実施にあたっては、利用者個別のケアマニュアルを作成し、看護職員

と介護福祉士及び喀痰吸引等研修を修了した認定特定行為業務従事者が医療的ケア

を行います。 

 それ以外の医療的ケアを担当しない職員においても、医療的ケア児者の体調の変化

等に気を配り、気が付いた際には適切な対応がなされるよう、職員全体でケアマニ

ュアルの内容や利用者の状態等の情報を共有します。 

 主治医をはじめとした関係者に対し、医療的ケアの実施にあたり適切な指示が得ら

れるよう、事業所内の看護職員の配置状況や衛生環境等について情報提供を行いま

す。 

 

 家族等 

 保護者をはじめとした家族は、利用者に関する情報（身体状況、必要とされる医療

的ケアの内容、日々の体調変化等）を利用開始前、開始後の日々の通所時、送迎時

等のタイミングで、事業所に適切に伝えます。 

 事業所での受入れや医療的ケアの実施におけるリスクについて理解し、情報を共有

します。 

 緊急時の対応について事業所や主治医との間であらかじめ協議し、取り決めます。 

 

 主治医 

 主治医は、障害児通所支援事業所等からの情報提供を受けてその環境を把握し、事

業所における医療的ケアの実施について、看護職員等に具体的な指示を行い、必要

に応じて事業所等からの相談に対し指導を行います。 

 緊急時の対応については、保護者や事業所とあらかじめ協議し、方針を決めます。 

 利用者の事業所内での日々の様子について報告を受け、必要に応じて事業所に対し

て助言を行います。 
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 訪問看護事業所等（外部連携機関として） 

 利用者は、児童発達支援／放課後等デイサービス等と並んで、家庭において訪問看

護を利用していることもあります。その場合、利用者の自宅等での状況について、

訪問看護事業所との間で情報共有を行います。 

 

 嘱託医（重症心身障害児を対象とした事業所の場合） 

 重症心身障害児を対象とした事業所では、人員配置基準により、嘱託医の配置が必

要となります。事業所は医療的ケア児者のケアの内容について、嘱託医と情報共有

します。個別の利用者の医療的ケアに関する指示については主治医が行いますが、

嘱託医は事業所全体の利用者の健康状態を把握し、感染症対策等を含め、事業所の

環境等への助言を実施します。 

 また、利用者の主治医は遠方にいるケースもあるため、嘱託医を通じて地域の医師

会、医療機関とのつながりを持ち、予防接種等の際の対応について相談したりする

ことも考えられます。 

 

 協力医療機関 

 事業所は利用者の事故やけが、体調等の急変が生じた場合に備え、近隣の協力医療

機関をあらかじめ定めておく必要があります。特に、医療的ケア児者への対応につ

いては事前に協力医療機関に相談し、医師に利用者の状態について理解してもらう

ことも必要です。 

 

 その他の医療機関 

 医療的ケア児者の中には主治医以外のかかりつけ医がいる人、リハビリ等のために

主治医とは別の医療機関を利用している人もいます。それらの機関との間でも適宜

情報共有を行います。 

 

 相談支援専門員・その他の関係者 

 医療的ケア児者の支援においては、主治医や訪問看護事業所等をはじめ、多くの関

係機関との連絡調整が必要となります。相談支援専門員は、生活支援についてその

中心を担う存在であり、障害児通所支援事業所等のサービス利用調整に加えて、医

療機関をはじめとした関係者との間で積極的に連携を図ることが望まれます。 

 相談支援専門員は医療的ケア児者の希望する生活を実現するために、障害福祉サー

ビス等の利用に関してサービス等利用計画・障害児支援利用計画を立案し、児者の
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特性・状態の変化等の支援に必要な情報を事業所に伝えるなど適切なコーディネー

トを行います。また、家庭や関係機関から必要な情報を収集し、事業所に情報提供

等の連絡調整をしたり、サービス担当者会議を開催して本人・関係者間の共有や課

題の検討を行います。 

 セルフプランの利用者の場合には、事業所側から相談支援専門員の紹介を行うこと

も考えられます。 

 また、都道府県が養成している医療的ケア児等コーディネーターを配置している相

談支援事業所が中心となり、関係者間を調整する役割を担っている場合もあります。 

 

 市町村等行政 

 障害福祉サービスの利用にあたり、市町村は支給の決定をするだけではなく、地域

で適切なサービスが提供されるよう体制整備に努めるとともに、利用希望がある場

合には相談を受け付け、適切な情報提供を行います。 

 

 保育所・幼稚園・学校 

 医療的ケア児は、未就学児の場合には、保育所や幼稚園、他の療育施設（児童発達

支援センター等）を利用しながら、児童発達支援事業所を並行して利用したり、就

学児の場合は、学校に通学しながら放課後は放課後等デイサービスを利用します。 

 そのため、それぞれの施設・事業所と本人の日々の状況やケアの様子を共有します。 

 就学児については、学校生活の状況について情報を共有します。特に放課後等デイ

サービス利用直前の送迎時には、その日の学校での様子等を確認・伝達します。 

 

 他の障害福祉サービス等事業所 

 医療的ケア児者は、複数の事業所、サービスを並行して利用することがあります。

それらの事業所と連携し、必要な情報交換を行います。 

 また、医療的ケア児が就学した際や、18歳になった際には、利用できるサービスが

児童発達支援から放課後等デイサービス、放課後等デイサービスから生活介護へと

移行します。これらの移行期には、保護者の同意を得た上で、従前の利用事業所か

ら移行後の事業所へ利用者についての情報提供を行います。 
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3. 医療的ケア実施に向けた体制整備・環境整備 

 

 

 医療的ケア実施にあたっての情報収集 

 初めて医療的ケア児者を受け入れる場合や新規に医療的ケア児者を受け入れる事業

所を立ち上げる場合には、事業所における医療的ケア実施にあたってのノウハウ等

に関する情報収集を行います。収集先としては以下のような組織が考えられます。 

 市区町村等行政 

 児童発達支援センター 

 すでに医療的ケア児者を受け入れている他事業所          等 

 

 

 医療的ケア実施者の体制整備 

 看護職員の確保 

 医療的ケアを実施する体制を整備するにあたり、事業所への直接配置や関連事業所

からの派遣等により、事業所内に看護職員を確保します。 

 事業所内に看護職員を確保できない場合には、地域の訪問看護事業所や小児専門病

院等の外部の看護職員と連携し、実施体制を確保します。 

 

 看護職員と認定特定行為業務従事者等との連携 

 看護職員以外の保育士、児童指導員、生活支援員等の職種でも、喀痰吸引等研修を

修了し、都道府県知事から認定特定行為業務従事者認定証の交付を受けることによ

り、医師の指示に基づいた一定の医療的ケア（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内

の喀痰吸引、胃ろう、または腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養の５つの特定行

為）を実施することができます。看護職員と認定特定行為業務従者等は連携して事

業所における医療的ケアの実施体制を構築します。その際、看護職員と認定特定行

為業務従事者等は、役割分担の調整や相談体制の整備等を行います。 

 

 看護職員向けの研修（外部研修の活用や主治医による指導など） 

 医療技術の進歩に伴い、医療的ケアに必要とされる技術等も日々変化しています。

また、看護職員自身のバックグラウンドも多様であり、必ずしも小児看護等の経験

者ばかりではないため、看護師は外部研修等も活用しながら最新の知識を習得しま

す。 
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 必要に応じて、利用者が主治医に受診する際に同行し、実施する医療的ケアについ

ての指導を受けます。また、訪問看護を利用している場合には、訪問看護事業所の

看護職員の指導を受けることも考えられます。 

 

 事業所全体への研修 

 初めて医療的ケア児者の受入れを行う場合には、事業所で関係する全職員に対し、

医療的ケアに関する基礎知識とともに緊急時の対応方法について共有することが求

められます。 

 都道府県等が実施している医療的ケア児等支援者養成研修などを活用することも有

効な手段の一つです。 

 また、新しい職員が入職した際や新規の医療的ケア児者の利用が始まる際、医療的

ケアに使用している機器が新しくなる際にも、職員研修を行い情報の共有を図りま

す。 

 

 

 施設設備の準備 

 医療的ケア児者の受入れにあたっては、必要とされる医療的ケアの内容により、施

設設備の整備も行います。 

 車いす等の利用がある場合にはスロープの整備や動線の確保、人工呼吸器等の利用

がある場合には、コンセントの位置を工夫し電源を取りやすくする、送迎を行う場

合には、車いすの対応が可能な車両を確保する等、必要に応じた工夫を行います。 

 一言で医療的ケア児者と言っても一人ひとりの身体能力・活動範囲は大きく異なり

ます。寝たきりの利用者と動ける利用者が同じ時間帯に利用する場合には、活動場

所を分けたり、見守りの体制を確保する等の工夫が必要です。 

 

 

 利用者に関する情報収集・医療的ケア実施のための書式等の

整備 

 医療的ケア児者の受入れにあたっては、各種情報の収集が必要になります。そのた

めに、事業所として必要と思われる情報を収集するための書式、保護者等との情報

共有に必要となる書式等を整備します。 

 基本情報・アセスメント票※ 

 主治医指示書※ 
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 個別支援計画※ 

 モニタリングシート※ 

 医療的ケアマニュアル（実施手順書）※ 

 緊急時シート※ 

 緊急時対応マニュアル 

 緊急連絡用シート※ 

 申送りノート 

 ヒヤリハット・事故報告書 

 身体拘束等、重要事項に関する説明書および同意書 

 医療的ケア実施記録表※ 

 主治医への報告様式※ 

 連絡帳※ 

 持ち物リスト※             等 

※印のついているものは、巻末の参考資料様式例として掲載していますので、参考にしてください。 

 

 

 感染症対策の検討 

 医療的ケアの実施の有無にかかわらず、障害児通所支援事業所等では、感染症対策

を講じる必要があります。 

 医療的ケアを実施する場合には、特にケアに要する器材等の取扱いに関して、感染

症への対策に細心の注意を払います。 

 これらの内容については、事業所内でマニュアル2として取りまとめ、職員間で共有

します。 

 

 

 関係者間の情報共有の場の整備 

 医療的ケア児者には多くの関係者が存在します。事業者内での情報共有はもちろん

のこと、必要に応じて、事業所外の関係者（主治医・相談支援専門員・訪問看護事

業所等）も含め、利用者ごとのケースカンファレンス等の場を設定します。 

                                                   
2 厚生労働省では、障害福祉サービス施設・事業所における感染症への対応力の向上を目的として、必要

な感染症の知識や対応方法等をまとめたマニュアルを作成しています。 

厚生労働省 『感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等』

<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html> 
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4. 医療的ケア児者受入れの流れ 

 

 

 医療的ケア児者の受入れにあたっては、以下のような流れで情報収集等を行いなが

ら体制構築等を行います。 

①地域や関係機関等へ事業内容の周知を行います。 

②保護者または相談支援専門員を通じて利用希望の連絡を受けます。 

③利用希望者及び保護者等に事業所を見学に来てもらい、事業所についての説明

を行うとともに、利用希望者についての情報収集を行い、意向を確認します。 

④事業所において実際に通所が可能か、受入れが可能かを検討します。 

⑤保護者から詳細な情報収集・手順の引継ぎを行うとともに、主治医からの指示

書を入手します（アセスメント並びに主治医による指示書の入手）。 

⑥利用契約を行うとともに、個別支援計画・個別の医療的ケアマニュアル（実施

手順書）の作成を行います。 

⑦契約後、利用を開始します。 

 

 

 利用希望者等からの情報収集（#アセスメント票）  

 医療的ケア児者の受入れにあたっては、利用希望者の保護者や相談支援専門員より、

以下のような事項についての情報収集を行います。 

 病名、疾患の概要、身体の特徴、アレルギー・禁忌事項 

 主治医連絡先 

 必要な医療的ケアの内容 

 ふだんの様子、姿勢、意思表示の状況、好きな活動 

 学校や他のサービスの利用状況 

 緊急時の対応状況 

 利用に際しての本人、家族のニーズ・目標 

 家族環境                   等 

 医療的ケアについては、保護者等、実際に実施している人から方法等の引継ぎを行

います。 
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 必要に応じて、利用希望者の自宅を訪問し、在宅時のケアの方法、日常の生活の様

子等を確認します。 

 

 

 主治医からの情報収集（#指示書）  

 医療的ケア実施にあたっては、利用希望者の主治医より以下のような事項について

情報収集を行い、ケアの内容についての具体的な指示を受けます。 

 主たる傷病名・傷病の経過 

 必要となる医療的ケアと装着・使用医療機器 

 投与中の薬剤・薬剤の用法・用量 

 配慮事項（アレルギーへの対応や気管カニューレ・胃ろう・腸ろう抜去時の対応

方法等） 

 緊急時の対応方法、連絡先                   等 

 

 主治医からの情報収集にあたっては、書面で事業所宛てに指示を受けるようにしま

す。指示書は主治医が所定の様式を用いることもありますが、事業所にて得たい内

容を的確に把握するために、事業所において様式を定めておきます。 

 必要に応じて、事業所職員が利用希望者の受診に同行し、追加的な情報収集を行う

ことも考えられます。 

 主治医指示書とは別途、介護福祉士及び喀痰吸引等研修を修了した認定特定行為業

務従事者が特定行為を実施する場合には、「介護職員等喀痰吸引等指示書」を入手し

ます。指示書以外で文書により主治医より情報収集したい場合は意見書を入手しま

す。 

 医療的ケアの内容に変更があった場合には、主治医より文書にて指示を受けます。 

 主治医からの指示書等の入手は、受診のタイミングに合わせて保護者経由で行われ

ることが多いため一定の期間を要します。また、文書料が求められることがありま

す。 

 

 

 関係者からの情報収集 

 訪問看護師や相談支援専門員、行政の保健師等は、医療的ケア児者についての日常

生活におけるケアの方法、注意事項、家族の状況等を具体的に把握していることが

あります。個別支援計画策定のために情報収集を行うことが求められます。 
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 個別支援計画の策定 

 受入れ決定後、児童発達支援管理責任者もしくはサービス管理責任者が日常におけ

る支援の内容を定める個別支援計画を策定します。 

 例えば、吸引が頻回に必要であったり、痰が粘稠で呼吸の状態が安定しない利用者

や嘔吐が多い利用者などの場合、それらへの対応をニーズとして捉えて、主治医か

ら指示されたり保護者から引き継いだ対処方法を個別支援計画に盛り込みます。 

 個別支援計画は6か月ごとに見直しますが、医療的ケアの変更があった場合には、そ

の期間内であっても個別支援計画の見直しを行います。 

 

 個別の医療的ケアマニュアル（#実施手順書）の作成 

 利用者への支援は、事業所全体として行うこととなります。利用者一人ひとりで異

なる医療的ケアの内容を、事業所全体で共有するために、一人ひとりに応じた個別

の医療的ケアマニュアル（実施手順書）を作成します。 

 日々のケア実施に必要な情報を取りまとめ、どの職員が見ても分かりやすい内容と

なるように、図や写真等も用いながら、具体的な手順を取りまとめます。 

医療的ケア実施手順書の例（経管栄養の場合） 
  

 

  
資料提供: 社会福祉法人むそう ほわわ世田谷 
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 緊急時対応の検討（契約にあたっての必要事項の確認） 

 利用者の急な体調不良、事故発生時等の緊急連絡先、連絡の手順、対応方法につい

ては、主治医からの指示の内容を踏まえ、利用に先立ち保護者との間であらかじめ

相談し、取り決めた内容を文書にて取り交わします。 

 災害発生時等の非常時の対応についても、必要な医療的ケアの内容に応じて、考え

得る事象を想定し、あらかじめ対応策を検討するとともに避難訓練を実施します

（例：非常時の薬剤・物品や食料、機器のための電源確保等）。 

 また、事故等に備え、保険に加入することも重要です。外出や送迎時等、事業所外

の活動にも対応している任意保険もあります。 

 

緊急時マニュアルの例（経管栄養の場合） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料提供: 社会福祉法人むそう ほわわ世田谷 
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想定される事象と対応の例（ALS（筋萎縮性側索硬化症）人工呼吸器装着の場合） 

 

 
資料提供：社会福祉法人りべるたす 

 

 その他医療的ケア実施にあたっての留意点 

 ヒヤリハット・事故発生時の記録の作成・情報共有 

 医療的ケアに伴うヒヤリハット事例としては、気管カニューレや経管栄養チューブ

の事故抜去、薬剤が十分溶けきらずチューブにつまりそうになる、誤操作により機

器の設定がずれる等、様々なケースが挙げられます。 

 このような想定されるリスクについては、事業所内であらかじめ検討し、未然の防

止策や発生時の対処方法を検討しておきます。 

 医療機器等の取扱いにあたり、アラーム作動時の対応等、想定される問題事象につ

いてもあらかじめ整理します。 

 ヒヤリハット発生時には、カニューレやチューブの再挿入等、主治医の指示および

保護者等との取決めに従い迅速に対応します。また、発生したヒヤリハット事案に

想定される事象と対応 様

主な疾患 ALS（筋萎縮性側索硬化症）人工呼吸器装着

訪問診療

訪問看護 ○○クリニック（〇〇看護師）　TEL：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇

受け入れ先病院 〇〇医療センター（ 〇〇医師）TEL：〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇

起こりうる事故 起こさないための予防策 起こる原因

気道の閉塞・痰詰ま

り

①定期的、適宜の吸引②

人口鼻の確実な装着③吸

引等における清潔操作

①排痰能力の低下

②吸引の未実施

呼吸の低下・意識障

害・呼吸停止
①日常の一般状態の観察

進行性の疾患であることを

考慮しておく。

気管カニューレが抜

ける

①定期的なカフ圧の確認

②カニューレホルダーの

緩み③人工鼻の外し方を

慎重かつ丁寧に行う④カ

ニューレ周辺に引っかか

るものを置かない

①カフ圧が少ない②カ

ニューレホルダーの緩み③

フレキシブルチューブの外

し方が荒かったり雑だった

りする

SPO2の低下持続

①日常の一般状態の観察

②胸郭の上下運動の随時

確認

①分泌物による閉塞②呼吸

状態の悪化③呼吸機能の低

下④人工呼吸器の故障

人工呼吸器回路が外

れる

①接続部の緩みの常時確

認②接続チューブや蛇腹

が周囲に引っかからない

ようにする③フレキシブ

ルチューブ装着④胸郭が

上がっているか3度確認

①フレキシブルチューブの

装着の甘さ

人工呼吸器回路が切

れる

①回路にテンションがか

からない位置に設置する

②回路を擦らないように

気を付ける③回路を引っ

張ったり踏んだりしない

①回路にテンションがか

かっている②回路が地面に

擦れている③回路を引っ

張ったり踏んだりしている

胃ろう（ペグ）が抜

ける

①胃ろうチューブ脱着時

に引っ張らない②胃ろう

周辺に洋服等が絡んでい

ないか確認

①胃ろうチューブ脱着時に

引っ張ってしまう②胃ろう

周辺に洋服等が絡んでいる

①アンビューバッグにてバギング

②助けを呼べる場合は、呼ぶ

③医療職へ連絡

④助っ人がいる場合は、亀裂箇所の特定

⑤回路交換

①直ちに医療職へ連絡

起こった時の対応

①吸引

②呼吸の観察（胸の上下運動）

③SPO２と脈拍の測定

①SPO2の測定

②顔色や唇の色の観察

①SPO2の測定

②顔色や唇の色の観察

③医療職への連絡

④緊急処置として、ヘルパーによるカ

ニューレの挿入

①気管内吸引等による気道の確保

①顔色や唇の色確認。

②SPO2、脈拍の測定（モニターはつけっ

ぱなし）経過観察

③回路の接続部をすぐに装着

④カフ圧確認
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ついては記録を作成し、同様の事案がおきないように職員間で共有します。 

 一般の事業所では嘱託医の配置が必須ではありませんが、医療的ケアに関するヒヤ

リハットの振り返りには、嘱託医や協力医療機関の医師等も交えた検討を行うこと

も有効です。 

 事故発生時には、適切に行政等関係機関への報告を行います。具体的な事故事例と

しては、例えば以下のようなものが考えられますが、各自治体の報告基準について

確認が必要です。 

 利用者や職員が骨折や縫合が必要な外傷、治療を要するほどのやけど、また負傷

等の重篤な事故で病院を受診した場合 

 利用者が何らかの理由で救急搬送された場合 

 利用者のアレルギーや、薬の服用について適切なケアを行うことができなかった

場合          等 

 

 

 身体拘束の対応 

 利用者の状態によっては、カニューレやチューブの事故抜去を防ぐためにやむを得

ず身体拘束を行うことがあります。 

 身体拘束に際しては、虐待防止の観点から、身体拘束その他の行動制限を行う以外

に代替する方法がないこと（非代替性）、利用者もしくは他の利用者等の生命・身体・

権利が危険にさらされる危険性が高いこと（切迫性）、身体拘束その他の行動制限が

一時的であること（一時性）の３つの要件を全て満たした上で、事前に保護者等か

らの同意書を取得することが必要です3。 

 個別支援計画に記すとともに、日々の記録をとることも必要です。 

  

                                                   
3 厚生労働省 「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」（令和 2 年 10

月））< https://www.mhlw.go.jp/content/000686499.pdf （P34~） 
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5. 日々の利用における医療的ケアの提供 

 

 

 日常的な医療的ケアの提供 

 送迎の実施 

 医療的ケア児者の中には、送迎を希望する者もいます。 

 送迎の際には、常時医療的ケアを必要とする利用者がいる場合には、当該ケアを実

施できる者（看護職員等）が同乗します。 

 送迎中の急変時・事故時の対応のフローチャートを作成します。 

 

 家族・学校等からの聞き取り（#連絡帳） 

 医療的ケア児者の前回利用時から当日までの様子について連絡帳等を用いて情報収

集します。送迎時に家族と直接話をする機会がある場合には、連絡帳とあわせて聞

き取りし、情報収集を行います。 

 学校通学時には、送迎時に学校での様子についても聞き取りを行います。 

 

 日々の医療的ケア・与薬の実施と記録の作成（#記録） 

 事業所内における医療的ケアは、医療的ケアマニュアルをもとに実施します。 

 実施した医療的ケアの内容は、時間帯や回数・量等を含め、バイタルデータ等とと

もに記録を行います。 

 

 医療的ケア実施者と他の職員間での情報共有（#記録） 

 事業所内での口頭での申し送りのほか、日々の医療的ケアの内容は、記録をもって

情報共有を行います。 

 

 家族等への情報提供（#連絡帳） 

 事業所利用中の利用者の様子については、送迎時に家族に口頭で伝えるほか、作成

した記録をもとに連絡帳等に記載し、家族への情報共有を行います。 

 事業所内での記録と利用者の家族との情報共有のための連絡帳を一体化し、効率化

を図ることも考えられます（例：複写式の様式、クラウドサービスの利用等）。 

 

 医療的ケアの器材・物品等の取扱い 

 医療的ケアに必要となる器材は、利用者一人ひとりで異なります。事業所において
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用意するものと家庭から持参してもらうものを整理し、持ち物リスト等で家庭から

持参する必要があるものを共有します。 

 災害時等の緊急時に備え、事業所内に医療的ケアに必要となる物品の一定量の保管

や機材の発電機、バッテリーなどの電源の確保も必要となります。 

 

 

 医療的ケアに関する定期的評価・見直し 

 事業所内での評価 

 利用者の状況については、事業所内で定期的にカンファレンスを行い、関係者間で

情報共有します。 

 特に医療的ケア児は状態が変化しやすいため、医療的ケアの内容等も状態に合わせ

て変更する必要があります。6か月に一度の個別支援計画見直しのタイミング等で、

医療的ケア児の状態等について確認を行い、日常のケアの中で変更したほうが良い

と思われる内容がある場合には関係者間で共有し、適宜主治医に報告・相談します。 

 

 主治医等との情報共有（報告並びに指示書等の再作成依頼） 

 改めて主治医から情報収集する際には、利用者のそれまでの事業所での状況につい

て報告し、指示書等により指示を受けます。 

 また、利用者の成長や体調変化等で、事業所内の医療的ケアの実践にあたっての「気

づき」がある際にも主治医に報告・相談し、医療的ケアの内容の変更等についての

指示を受けます。 
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参考資料 

 

 

 各種様式例 

今回提示する様式例は、以下の通り。これらのうち、◎は医療的ケア児者に特化し

た内容、それ以外は一般の障害福祉サービス等事業所で使用しうるものとなってい

ます。 

 基本情報・アセスメント票 

 主治医意見書◎ 

 個別支援計画 

 モニタリングシート 

 医療的ケアマニュアル（実施手順書）◎ 

 医療的ケア実施記録表◎ 

 連絡帳 

 持ち物リスト 

 緊急時シート 

 緊急連絡用シート◎ 

 想定される事象と対応◎ 

 主治医への報告◎ 

 

注）各種様式例は、事業所からご提供いただいた様式をそのまま掲載しており、様

式内の各項目についての情報収集を推奨するものではありません。事業所における

医療的ケア児者の受入体制等により情報収集が必要な項目は異なります。 
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 基本情報・アセスメント票（Ⅰ） 

              年   月   日 
Ⅰ．基本情報シート 
ふりがな 

氏名 

 

呼称: 

生年月日  年       月       日      

（    歳） 

性別：   男  ・  女 

住所 〒 

 

連絡先（自宅） TEL： 

① 緊急連絡先 氏名： TEL： 続柄： 

② 緊急連絡先 氏名： TEL： 続柄： 

③ 緊急連絡先 氏名： TEL： 続柄： 

家族構成 

氏名 年齢 続柄 

            歳  

            歳  

            歳  

            歳  

            歳  

【児童相談専門員】施設名： 担当者名： 

TEL： FAX： Mail: 

病院名： 

医師名 ：                                  （ケア指示書を記入された先生） 

学校名：                                                  年生： 

通学方法： 

学校住所： 

TEL： 

アレルギー・禁忌事項 

 

送迎希望: 往路    ・    復路    ・    無      （丸をご記入ください） 

車いす        チャイルドシート 

時間・場所: （相談後事業所が記入します）地図 
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Ⅱ．生活内容と育児の関り 
太枠の中をご記入ください 

生活のようす（現在のケアについて） 事業所記入欄 

食事   

歯・口腔   

排泄   

睡眠   

清潔   

関わり方（普段のかかわり方について）  

遊び   

発達   

コミュニケーショ

ン 

  

身体 

(拘縮・側弯・脱

臼 

など) 

  

運動   

医療ケア   

どのような発達支援を希望されるか具体的にお書き下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料提供：株式会社日本在宅ケア教育研究所 あいの風キッズステーション 
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 基本情報・アセスメント票（Ⅱ） 

記入日：       年   月   日  記入者： 
氏名 愛称： 生年月日：      年   月   

日 

障害名： 

病名： 

期間内に受けた治療： 

（手術やカテ等）： 

主病院 

 

 主治医  

身体障害者手帳 有   無       種    級 精神保健手帳 有    無         級 

療育手帳 有   無  A  B  C 判定 障害程度区分  

障害福祉サー

ビス受給者証 

有無        適応期間          年    月    日 ～   年    月    日 

＜サービス名＞ 

 

＜支給量＞ 補装具 

 

コメント 

訪問診療・看護・

リハ 

 

医療費助成 重心  特疾  小慢  乳幼児  母子  生保  精神  原爆 

手当 

経済状況 

特別児童扶養手当  有  無  ：  障害児福祉手当  有  無   

特別障害者手当  有  無 

障害基礎年金  有  無  （    級）    

心身障害者扶養共済制度加入  有  無 

経済状況： 

重症児スコアー 

（大島分類） 

 権利擁

護 

補助     補佐    後見  ． 無

（      ）  （      ）  （     ） 

    

暮らしに対する 

本人の気持ち 

大好きなこと 

 

暮らしに対する 

家族の気持ち 

子育てに対する気

持ち 

 

家族のカ・子育

てのカ・居住環

境を考慮した支

援の方向 

 

 

 

支援方針  

支援に対する

家族への説明 

 

期間内の大ま

かな体調 

体調が良い時の様子  

 

 

体調不良の時の様子 
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発達検査 必要性  有  無  ：  実施 有 （  年  月  日）  無   

データ  有  無 

検査種類 

特性診断 別紙 有・無 

フォーカスシート  

起居動作 

寝返り 起き上

がり 

座位 立位など 

＊低年齢は発達検査に含まれる 

 

 

移動・移乗 

 

 

食事 

 

 

排泄 

 

 

清潔：スキンケア 

 

 

更衣・着脱 

 

 

睡眠 

 

 

内服薬 

 

 

 

 

 

 

 

定期薬 頓服薬頓服薬 

 

 

禁忌薬 

頓服薬 

 

 

 

飲ませ方 

 

 

 

 

 

コミュニケーシ

ョンの取り方・

受け方 

 

活動 

好きな事 

困った事 など 

 

緊急用シート 

関連図 

有  無 （  年 月 日 見直し） 

有  無 （  年 月 日 見直し） 

その他書類チ

ェック 

口 契約書重要事項説明書 

□ 相談受付票 

□ 医療的ケア実施手順書 

口 主治医指示書 

ロ  

□ 

 

 資料提供：株式会社スペースなる 
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 主治医指示書（Ⅰ） 

主治医指示書 
＊以下のとおり、利用時間内における医療的ケアの実施を指示いたします。 

 

1.利用者氏名              女 ・ 男        年      月      日 生 （    歳   ケ月） 
 
2.診断名                                                                                             
 
3．指示内容                    

 ケア内容・留意事項 

□

吸

引 

□ 口腔内：吸引チューブ（    Fr）  挿入長さ（     ㎝）  吸引圧（      ～      kPa） 

□ 鼻腔内：吸引チューブ（    Fr）  挿入長さ（     ㎝）  吸引圧（      ～      kPa） 

□ 気管カニューレまたは気管内： 

吸引チューブ（    Fr）  挿入長さ（     ㎝）  吸引圧（      ～      kPa） 

【留意点】 

 

≪気管カニューレ≫ 

□単純気管切開  □喉頭気管分離 

□人工鼻  □スピーチカニューレ 

・種類（           ） サイズ（       Fr） 

・挿入長さ（      ｃｍ） 

【抜去時の指示】 

 

 

 

 

□

吸 

入 

吸入時間（   ：    ）（    ：    ）（    ：    ） 

吸入内容・量（                          ） 

【留意点】 

 

 

□

経

管

栄

養 

□経鼻留置 

・種類（       ）サイズ（   Fr）・挿入長さ（   ｃｍ） 

□胃ろう  □腸ろう 

・種類（       ）サイズ（   Fr）・挿入長さ（    ｃｍ） 

・固定水（    ml）・Ｙガーゼなど（             ） 

□その他（                              ） 

【抜去時の指示】 

 

 

 

 

□栄養剤 

実施時間（       ：    ～      ：       ） 

内容・量（                              ） 

注入速度（         分） 

胃残：胃残（         ｍｌ）未満の時、全量注入 

胃残（         ～      ｍｌ）の時、差引注入： 

注入中止（                               ） 

性状に異常がある場合（                   ） 

□水分 

実施時間（    ：    ）（    ：   ）（    ：    ） 

内容・量（                              ） 

注入速度（         分） 

胃残：胃残（       ｍｌ）未満の時、全量注入 

胃残（      ～      ｍｌ）の時、差引注入： 

注入中止（                           ） 

性状に異常がある場合（                ） 

注入姿勢： 

【留意点】 

□
酸

素

管

理 

・酸素流量（           Ｌ/分） 

・経鼻カニューレ・マスク・その他（            ） 

・酸素飽和度：安静時（           ）％  

【酸素流量増減の指示】 

 

 

【留意点】 

 

□

人

工

呼

吸 

器 

自発呼吸：あり・なし 

装着時間：□24 時間 

□定期（                 ） 

□適宜（                 ） 

種類： 

設定： 

 

 

 

 

【留意点】 
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 モデルケース 

  

・吸引（口・鼻）  ・経管栄養（経鼻）  ・てんかん発作の対応 

・モニター観察  ・薬液吸入  （夜間呼吸器 c-pap 使用） 

 

児童発達支援事業所における１日の流れ 

（放課後等デイサービスと一体的に実施している事業所の場合） 

例示ケースの利用者（軽度）の概要 

・口唇周囲のマッサージを行う 

・経口摂取の介助を行う 

・経口摂取が困難な場合（保護者から依頼があるとき）、経管（経鼻）からの注

入を実施 

・来所後、職員が連絡帳の確認をし、看護師がバイタル測定、モニター管理、全

身状態の観察を行う 

・他児とともに午前中の療育活動を行う 

・適宜、経口での水分摂取の介助を行う 

・保護者と確認をし、経口摂取が困難な場合（保護者から依頼がある時）、経管

(経鼻)からの水分注入等の医療的ケアを実施 

・送迎車にて看護師が同乗し、利用者（児）宅へ送迎 

・保護者から前回利用後から当日朝までの利用者（児）の様子を確認 

・車内で利用者（児）の状態、装着しているモニターを観察し、必要に応じて医

療的ケアを実施 

来所 

午前活動 

食事等 

・送迎車にて看護師が同乗し、利用者（児）宅へ送迎 

・車内で利用者（児）の状態、モニターを観察し、必要に応じて吸引等の医療的

ケアを実施 

・保護者に本日の活動の様子や体調・医療的ケアの状況を伝達する 

帰宅 

・個別または、他児とともに療育活動を行う 

・看護師が必要時、吸入、吸引等の医療的ケアを行う 

・経口での水分摂取の介助を行う 

・保護者と確認をし、経口摂取が困難な場合（保護者から依頼がある時）、経管

（経鼻）からの水分注入等の医療的ケアを実施 

・保育士・看護師がそれぞれ日中の療育活動の様子を連絡帳に記入する 

午後活動 

成果物1-41
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参考資料 ヒアリング調査結果 


























































































































	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ



